
 

 

 

 

令和元年 ９ 月 ３ 日 

第八管区海上保安本部 

 

 

今期のマリンレジャー活動に伴う人身海難１８％増 

遊泳中の事故者のうち管区外居住者の割合８２％ 

～７～８月における海難発生状況（速報値）～ 

  

★「マリンレジャー活動」とは、海水浴、釣り、潮干狩り、サーフィン、ボードセーリング、スキューバダイビ

ング等の海浜における余暇活動及びプレジャーボート等による遊走等をいう。 
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人身事故 その他のトラブル

（人）
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遊泳事故者の住居
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八管区外, 42人,

82%

問合せ先：第八管区海上保安本部 

交通部安全対策課長 近藤  

TEL 0773-76-4100（内線 2640） 

  

 マリンレジャー活動に伴う人身海難５８人（うち死亡１１人） 

昨年比＋９人１８％増（－３人） 

    （内訳）人身事故     ２２人（ 同 １０人）昨年比－１２人（－２人） 

        その他のトラブル ３６人（ 同  １人）昨年比＋２１人（－１人） 

 遊泳中の事故者数は５１人（同８人）で、昨年同時期の３８人から約３割増加 

 （８月１８日 福井県美浜町の海水浴場にて２４人の救出事案） 

 遊泳中の事故者数５１人のうち４２人が八管区外居住者であり、遊泳中の事故者全体の約８

割を占める。 

 遊泳中の事故は８月休日（土日祝祭日）に集中（約８割） 

 プレジャーボート等の船舶海難３１隻（死亡・行方不明者数０人） 

  （内訳）船舶事故１９隻、インシデント１４隻（うち巡視船艇による対応７隻） 

 海難に遭った船舶３３隻を海難種類別で見てみると、運航不能が２３隻で最も多く、全体の

約７割を占める。 



★「その他の人身に係るトラブル」とは、海上又は海中における活動中に死傷者(自殺、病気等を除く)が発生しな

かった海難をいう。 

★「プレジャーボート等」とは、プレジャーボート（モーターボート、ヨット、水上オートバイ等）及び遊漁船を

いう。 

★「インシデント」とは、船舶の運航に関連した損害又は具体的な危険が生じなかった海難をいう。 

★ 船舶海難隻数には、民間救助機関に救助された船舶が含まれている。 

 

【主な事故事例】 

 

●遊泳中 

 令和元年８月４日（日）、京都府舞鶴市の瀬 

崎海岸で、４７歳男性（福知山市在住）がシュ 

ノーケリング中にうつ伏せ状態で浮かんでいた 

ため、同行者に陸に引き揚げられ病院に搬送さ 

れたものの、死亡が確認された。 

 

 

 

●遊泳中 

 令和元年８月１８日（日）、福井県三方郡美 

浜町の水晶浜海水浴場で、午前９時３０分に高 

波のため遊泳禁止となり、海水浴利用客に対し 

てスピーカーによる放送及び監視員によるハン 

ドマイクでの周知を実施するも約１００名が遊 

泳を継続、午前１１時３０分ころ２４人（うち 

子供８人）が沖約５０ｍの岩場に取り残され、 

海上保安庁、警察、消防に救助された。 

 

●ミニボート浸水 

 令和元年８月１２日（月・祝）、京都府与謝 

郡伊根町沖合２００ｍで、男性３人が乗船した 

ミニボートが、釣り中に船内に波が打ち込み浸 

水し、危険を感じた乗船者３人は船から離れ、 

付近の定置網に掴まっていたところ、近くを通 

りがかった遊漁船に救助された。 

 

 

浸水したミニボート 

  

事故のあった海岸 

  

岩場での孤立状況 



 

京都府における海難発生状況（７～８月） 

 

  

★「マリンレジャー活動」とは、海水浴、釣り、潮干狩り、サーフィン、ボードセーリング、スキューバダイビ

ング等の海浜における余暇活動及びプレジャーボート等による遊走等をいう。 

★「その他の人身に係るトラブル」とは、海上又は海中における活動中に死傷者(自殺、病気等を除く)が発生しな

かった海難をいう。 

★「プレジャーボート等」とは、プレジャーボート（モーターボート、ヨット、水上オートバイ等）及び遊漁船を

いう。 

★「インシデント」とは、船舶の運航に関連した損害又は具体的な危険が生じなかった海難をいう。 

★ 船舶海難隻数には、民間救助機関に救助された船舶が含まれている。 
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 マリンレジャー活動に伴う人身海難３人（うち死亡１人） 

昨年比－７人７０％減（－２人） 

    （内訳）人身事故     ２人（ 同 ０人）昨年比－５人（－３人） 

        その他のトラブル １人（ 同 １人）昨年比－２人（＋１人） 

 遊泳中の事故者数は２人（同１人）で、昨年同時期の８人から約６割減少 

 遊泳中の事故者数２人のうち１人が八管区外居住者であり、遊泳中の事故者全体の５割を占

める。 

 遊泳中の事故は全て８月休日（土日祝祭日）に発生。 

 プレジャーボート等の船舶海難１４隻（死亡・行方不明者数０人） 

  （内訳）船舶事故１１隻、インシデント４隻（うち巡視船艇による対応１隻） 

 海難に遭った船舶１５隻を海難種類別で見てみると、運航不能が１０隻で最も多く、全体の

７割近くを占める。 


